
青森県職員採用試験（大卒程度・社会人枠）の受験資格に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 民間企業等における職務経験とはどのようなものが対象となるのですか。 

Ａ１ 職務経験として対象となるものは、民間企業のほか、国、地方公共団体、独立行

政法人等の公的機関、各種団体、各種法人（一般財団法人、一般社団法人、NPO 法

人等）等、雇用関係が成立する組織、個人を広く含むほか、業務に従事していたこ

とを証明できる自営業等も含みます。 

   なお、ボランティアは職務経験として認めませんが、独立行政法人国際協力機構

（ＪＩＣＡ）が実施する青年海外協力隊や日系社会青年ボランティア等は対象とし

ます。 

   いずれの場合も、週 29 時間以上の勤務を１年以上継続して勤務した経験が該当

します。

   

Ｑ２ 職務経験にアルバイトやパート等の経験は含まれますか。 

Ａ２ アルバイト、パート、派遣社員、契約社員等の雇用形態は問いません。週 29 時

間以上の勤務を１年以上継続して勤務した経験が該当します。 

 

Ｑ３ 出向により別の会社に勤務した期間は通算できますか。 

Ａ３ 元の会社に籍を置いたままの出向であれば、元の会社での職務経験として出向先

の在籍期間を含めて通算できます。退職出向等、一度退職している場合は、元の会

社の職務経験期間には通算できません。 

 

Ｑ４ 会社名が変更（合併を含む）となったが、勤務した期間は通算できますか。 

Ａ４ 会社名が変更されても、その会社が元は同一であり、継続して勤務している場合

は通算できます。この場合は、最終合格後に、前歴証明書により証明する必要があ

ります。 

 

Ｑ５ 病気休暇や育児休業を取得した場合、この期間は職務経験に通算されますか。 

 Ａ５ 連続して１か月を超えて職務に従事していない期間（産前産後休暇を除く。）は、

職務経験に通算されません。 

    したがって、連続して１か月を超えて取得した病気休暇や育児休業の期間は、職

務経験に含まれません。 

（例１）４月１日入社、翌年５月 31日退社、７月１日～８月 15日病気休暇の場合 

    「２月」分は除算し、「12月」分と算定し、職務経験期間「１年」 

（例２）４月１日入社、翌年３月 31日退社、９月１日～10月 31日病気休暇の場合 

      「２月」分は除算し、「10月」分と算定し、職務経験期間「０年」 



Ｑ６ 月の途中に従事した（退職した）期間はどのように通算されますか。 

 Ａ６ 職務経験の期間は、月単位で通算します。職務経験期間が１月未満の場合は、こ

れを切り捨てて、月単位で合算します。 

 

（例１）４月 15日入社、翌年３月 15日退社の場合 

４月及び３月はいずれも１月に満たないため、「10 月」と算定し、職務経験

期間「０年」（１年以上継続していない。） 

  

  （例２）複数の職歴がある場合 

      職歴① 平成 26年４月１日～平成 29年６月 15日 

職務経験期間「３年２月」 

      職歴② 平成 29年６月 16日～平成 29年 12月 31日 

           職務経験期間「０年」（１年以上継続していない） 

      職歴③ 平成 30年７月 16日～令和３年４月 30日 

           職務経験期間「２年９月」 

      よって、職務経験期間は、職歴①＋職歴③＝５年 11月となります。 

 

Ｑ７ 以前勤めていた会社が倒産して前歴証明書が提出できない場合はどうすればよ

いですか。 

Ａ７ 雇用保険受給資格者証等、在職していたことがわかる書類及び申立書（指定様式）

を提出していただきます。 

 

Ｑ８ 自営業者の場合、前歴証明書はどのように提出すればよいですか。 

Ａ８ 職歴等を客観的に証明できる書類（確定申告書等）及び申立書（指定様式）を提

出していただきます。 

 

Ｑ９ 高等学校卒業で職務経験が５年ですが、受験できますか。 

Ａ９ 試験案内に記載している受験資格を満たしていれば受験できます。 


